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外国人就労者と将来展望

公益社団法人 自由人権協会

理 事 旗 手 明
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出生中位（死亡中位）推計

日本の将来推計人口2023（国立社会保障・人口問題研究所）

破線：前回中位推計

（千人）
＊日本の総人口
1872年： 3,481万人（明治5年）
2008年：12,808万人（ピーク時）
2020年：12,615万人（世界11位）

＊将来推計人口（中位推計）
・2045年：10,880万人
～ 25年間で1,735万人減少

（年平均69.4万人減）
・2070年： 8,700万人（中位推計）
～ 50年間で3,915万人減少

2020年比7割（年平均78.3万人減）
外国人数：939万人(全体の10.8％）

 2020年比3.25倍（年平均13.0万人増）

＊生産年齢人口（15歳～64歳）
1995年：8,726万人（69.5％）
2020年：7,509万人（59.5％）

＊外国の人口（2020年）
ドイツ 8,316万人、イギリス 6,708万人
フランス6,757万人、韓国5,184万人

＜合計特殊出生率＞
・2020年1.33
・2070年1.36
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在留外国人数の推移（長期） 

旗手作成（2010年までは登録外国人統計、以降は在留外国人統計） 
（各年末）

（人）
（人）

＜2025年6⽉＞
395.7万人
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在留外国人数（2024年12月末）

（出所：出入国在留管理庁）

（在留外国人総数：3,768,977人）
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在留外国人労働者数（2024年10月末）

＊特別永住者,外交,公用は含まず （出所：厚労省・外国人雇用状況の届出状況、毎年10月末）  

（留学生：258,636人）

（国籍別） （在留資格別）

（永住者：382,872人）

（技術・人文知識・国際業務：411,261人）
（特定技能：206,995人）

（留学生：311,996人）
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分野別の人手不足状況と外国人労働者
＊農業
・基幹的農業従事者(主に自営農業に仕事として従事した者) ’25農林業センサス（結果概要・概数値）
2025年2月1日現在102.1万人 ⇦ 2015年175.4万人 ～ 10年間で73.3万人減少（▲41.8%）
65歳以上が69.5％ （70歳以上が55.0％）・団体経営体3.9万団体（うち法人3.3万団体）

・外国人労働者：58,139人（2024年10月末）  ・特定技能：37,438人（2025年8月末） 
＊介護
・2040年度介護人材：約272万人必要→約57万人不足（ ’24.7 厚生労働省推計）
・2025年10月 有効求人倍率：3.93  ・訪問介護員の21.6%が65歳以上（’23年度介護労働実態調査）
・「社会保険・社会福祉・介護事業」の外国人労働者：85,537人（2024年10月末）
・在留資格 ：介護（12,227人,’24.12末）、技能実習（20,065人,’24.12末）、特定技能（47,063人,

’25.2末）、経済連携協定:EPA（3,304人,’25.1.1）、永住者・定住者等、留学生など 
＊建設
・2024年 : 就業者477万人 ～ ピーク時（1997年）685万人の７割弱（69.6％）
・2025年10月 有効求人倍率：5.18
・外国人労働者：177,902人（2024年10月末）

～ うち技能実習生107,229人、特定技能（19,470人）
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外国人労働者受入れ小史

• 1985年 プラザ合意（円高の進行：ニューカマーの来日）
• 1989年 入管法改定（日系人の来日解放、在留資格の整備）
• 1993年 技能実習制度スタート（「研修」に接ぎ木、在留資格：特定活動で1年）
• 〃 非正規滞在者が約30万人
• 1997年 技能実習が１年から２年に（研修と合わせて３年）
• 2001年 外国人集住都市会議設立 （最大29都市、現在11都市） 
• 2003年 非正規滞在者半減計画（５年で半数に）
• 2008年 リーマンショック（日系人の帰国促進策）、留学生30万人計画
• 2009年 入管法改定（2010年施行：在留資格「技能実習」創設＝「研修」と切離し)

（2012年施行：外国人登録廃止、外国人住民、在留カード）
• 2014年 日本再興戦略（改訂2014）
• 2017年 技能実習法施行（技能実習機構の創設、監理団体の許可制、人権保護規定）
• 2018年 入管法改定（「特定技能」創設）、外国人材受入れ・共生総合的対応策
• 2024年 技能実習法＆入管法改定（ 2027年4月に育成就労制度へ転換 ）
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技能実習生数の推移

（出所：法務省、出入国管理統計＆在留外国人統計）

国籍別在留技能実習生数（2024年末）

＜計 456,595人＞

（毎年末時点）

212,141⼈

100,754⼈

40,700⼈

35,844⼈

25,960⼈
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技能実習生数の国別推移

（出所：法務省在留外国人統計）旗手作成
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平均賃金の国際比較（2022年OECD）
（USドル）
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外国人労働者の賃金 2024年「外国人雇用実態調査 」
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＜技能実習制度の概要＞

（学科合格率 98.9%）

（合格率 94.8%）

（合格率 60.5%）

＜2024年度＞
（実技合格率 99.1%）
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在留資格「技能実習」（６類型 ）

技能実習 企業単独型（イ） 団体監理型（ロ） 新規入国者数 在留者数 期 間

１号 職種制限なし 職種制限なし 144,165人 171,265人 1年

２号 職種制限あり* 職種制限あり* 201人 165,529人 2年

３号 同 上 同 上 8,556人 67,762人 2年

研 修 非実務研修のみ or 公的研修（実務可） 10,471人 754人 1年,6月,3月

（ * 技能実習２号移行対象職種：91職種168作業 ～ 主に農漁業、建設業、製造業 、一部サービス業 ）

（2024年） （2024年末）

（企業単独型：在留者数 7,243人・1.6%）
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技能実習生

＜技能実習生をめぐる諸関係＞

送出し機関 実習実施者
（受入れ企業など）

監 理 団 体
（協同組合など）

（労働契約）

送出し国政府 日本政府
（法務省、厚労省、
技能実習機構）

（協力覚書：MOC）

（認定） （技能実習計画認定）

（許可）

（実習監理）

（送出契約）

（取次契約）

＜旗手作成＞
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＜技能実習生をめぐる問題構造＞

技能実習生

多額の債務
（手数料、研修費等）
＊ILO第181号条約

低 賃 金
賃金不払い

私生活上の制約
（Ex.家族の帯同不可、
妊娠・出産の禁止）

転職の自由なし

強 制 帰 国
（違 約 金）

暴力・性的暴行
パワハラ・セクハラ

旅券・在留カード
取上げ寮費・水光熱費
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技能実習の監督指導・送検等の状況 
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技能実習制度の根幹的問題(1)
（1）多額の債務（手数料、研修費用、渡航費等）
＊ILO「民間職業仲介事業所条約」第181号（1999年批准）
・第７条１項「民間職業仲介事業所は、労働者からいかなる手数料又は経費に
ついてもその全部又は一部を直接又は間接に徴収してはならない」 

・技能実習法施行規則第10条第２項第６号ニ ：送出し機関等に「支払う費用につき、その額及び内訳を
十分に理解してこれらの機関との間で合意していること」つまり、手数料や経費等の徴収を認めている。

＊ILO：強制労働と人身取引（労働監督官ハンドブック）「強制労働の可能性の兆候リスト」
 ～高額な職業斡旋手数料または旅費を返さなければならない状況か？ 

＜厚生労働省回答＞ ’19.11移住連省庁交渉
技能実習での外国の取次送出機関や準備機関は、その国の労働者から手数料・経費等を徴収できること
となっているが、批准国の国内で適用されるこの条約には必ずしも抵触するものではない。

➡ 送出し機関等による手数料や経費の徴収禁止を二国間取決めで確認すべき！
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技能実習におけるあっせん費用
（制度と実態）

対象：2017年1月～2018年9月に当局から聴取された「失踪」技能実習生

（京都大学安里和晃准教授の資料に基づき作成）出所：法務省「実習実施者等から失踪した技能実習生に係る聴取票」
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技能実習生の支払い費用・実態調査（入管庁）

（2022年）
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帝人フロンティアの取組み (1)
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帝人フロンティアの取組み (2)
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技能実習制度の根幹的問題(2)
（2）転職の自由なし（実習先の変更が認められる例外的取扱い）
＊技能実習基本方針（主務大臣：法務大臣・厚生労働大臣）
「第二号技能実習から第三号技能実習に進む段階では、技能実習生本人に異なる実習先を選択する機会を
与える」「実習実施者から人権侵害行為等を受けた場合はもとより、実習先の変更を求めることについて
やむを得ない事情があると認められる場合」

＊技能実習制度運用要領
「実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習
実施者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続け
させることが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情に
よる実習先の変更」

＊ILO：強制労働と人身取引（労働監督官ハンドブック）「強制労働の可能性の兆候リスト」
～ 特定の雇用主だけに固定されていないか？ 

 ➡ 転職の自由を条件を付けずに認めるべき！
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技能実習制度の根幹的問題(3)
（3）強制帰国
＊技能実習基本方針（法務省・厚生労働省告示）
「倒産等のやむを得ない場合を除いては、実習実施者や監理団体の一方的な都合により、技能実習生
が実習期間の途中でその意に反して帰国させられることはあってはならない」
＊技能実習生手帳
＜帰国を強制されそうになった場合＞
「監理団体や実習実施者の一方的な都合により、技能実習生が実習期間の途中で、その意に反して、
帰国させられることは許されません。もし、皆さんが、意に反して帰国を強制された場合には、機構
に相談や申告の申出を行ってください。」
「また、実習期間の途中で本国に帰国するようなケース（再入国の予定がある場合を除く。）におい
ては、空港などでの出国手続において、入国審査官が、皆さんに対して、強制帰国ではないかどうか
確認をとりますので、意に反して帰国させられそうになっている場合には、その旨を申し出てくださ
い。」
➡ 法律において強制帰国を禁止し、罰則規定を設けるべき！
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途中帰国者に対する意思確認票
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技能実習法と育成就労法の比較１
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技能実習法と育成就労法の比較２
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○

◎

◎
◎

◎

（12分野→16分野→19分野）

（ ◎：新設、○：業務区分拡大）（計82万人）’24.4～’29.3

32



2026/1/7

17

（案）

（2026年度実施）
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（育成就労外国人）
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ローテーション政策の持続可能性
ⅰ 国際的な人流の制約（パンデミック・災害・紛争etc.）

～ 常に新たな供給が必要な政策には強い脆弱性がある
ⅱ 人権侵害＝企業のリスク＝企業の持続可能性の危機

～ 国連を含む国際的な批判、ESG投資など国際的な機関投資家の厳しい眼
“ビジネスと人権”指導原則（現代奴隷法、人権デュー・ディリジェンス法）

ⅲ 経済的な合理性は疑問（一時的な労働力）
＊受入れ機関：長期の担い手とならず、人的投資の動機が働かない

→ 生産性の向上につながらず、競争力のない企業の延命にも
＊外国人労働者：熟練形成が難しい、永住につながらない

送出し国ニーズを特定せず（技能実習：実習内容の齟齬）
「家族帯同」できない＝家族関係崩壊の懸念、出生児の在留資格不安定

ⅳ 送出し国の状況変化
～ 経済発展による所得水準の向上（海外労働への依存からの脱却）
受入れ国としての日本の優位性の減退、日本嫌いの蓄積
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持続可能性に向けた課題は何か？
＊国際的な労働力移動に伴うリスク
如何にすればリスクを軽減できるか？

＊移民社会の自己認識、移民政策の可能性
・現状認識と将来の見通しの共有
・開かれた移民政策をどう構想するか（外国人労働者の自己決定権）
＊人権保護のインフラ整備
人種差別撤廃法(or 包括的差別禁止法）制定、国内人権機関創設、
個人通報制度の批准・受諾、外国人労働者法制定など

＊状況変化に対応する継続的かつ柔軟な見直し
多様性を反映したメンバーによる戦略的政策形成機能

38



2026/1/7

20

（2025年5月）
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